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 （趣旨） 

第１条 長崎県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）

の職員の給与の支給については、長崎県後期高齢者医療広域連合職

員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ８ 年 広 域 連 合 条 例 第 １ ５ 号 。 以 下

「給与条例」という。）に定めるもののほか、この規則の定めると

ころによる。 



第２条 削除 

第３条 削除 

第４条 削除 

第５条 削除 

第６条 削除 

 （勤務１時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額） 

第７条 給与条例第１１条に規定する勤務１時間当たりの給与額の算

出の基礎となる給料の月額は、その職員が本来受けるべき給料の月

額とする。ただし、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以

下「法」という。）第２９条第１項の規定により減給処分を受けて

いる場合においては、その期間に限り、減額された給料額をもって

給料の月額とする。 

 （手当の額の端数の処理） 

第８条 手当の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、

国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律（昭和２５年法律

第６１号）の例によるものとする。 

 （給与の支給） 

第９条 給料の計算期間（以下「給与期間」という。）は、月の１日

から末日までとする。 

２  職員（法第２２条の２第１項に掲げる職員（以下「会計年度任用

職員」という。）を除く。以下この条において同じ。）の給与の支

給日は、毎月２１日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する

法 律 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ７ ８ 号 ） 第 ３ 条 に 規 定 す る 休 日 （ 以 下

「休日」という。）、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前

において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支

給日とする。 

３  広域連合長は、特別の事由により、前項の規定により難いと認め



るときは、同項の規定にかかわらず、別に給与の支給日を定めるこ

とができるものとする。 

第１０条 職員が死亡したときは、その月までの給料をその際に支給

する。 

第１１条 給与の支給日後において新たに職員となった者及び給与の

支給日前に離職した職員の給与は、日割計算によってその際に支給

するものとする。 

第１２条 職員が月の中途において、次の各号のいずれかに該当する

場合における手当は、日割計算によりこれを支給する。 

 ⑴  休職にされ、又は休職の終了により復職した場合 

 ⑵  法第５５条の２第１項ただし書に規定する許可を受け、又は専

従許可の終了により復職した場合 

 ⑶  育児休業（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法

律第１１０号。以下「育児休業法」という。）第２条の規定によ

る育児休業をいう。以下同じ。）を始め、又は育児休業の終了に

より職務に復帰した場合 

 ⑷  停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合 

２  月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業

法第２条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が

手当の支給日以後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月

の手当をその際支給する。 

（任期付職員の給料） 

第１３条 給与条例第３条第２項に規定する任期付職員の給料の額に

ついては、その者の知識経験の度等に応じて決定するものとする。 

 （管理職手当の支給） 

第１４条 給与条例第４条の規定により管理職手当の支給を受ける職

員の職は、事務局長の職、企画監の職、次長の職、会計管理者の職、



課長の職、参 事 の 職 及 び 課 長 補 佐 の 職 とする。 

２  前項の職を占める職員に支給する管理職手当の月額は、次の各号

に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 ⑴  事務局長 84,600円  

 ⑵  企画監 79,700円  

 ⑶  次長 70,800円  

 ⑷  会計管理者 62,000円  

 ⑸  課長 58,200円  

 ⑹  参事 49,900円  

 ⑺  課長補佐 41,600 円  

３ 管理職手当は、当該職員が給与期間の全日数にわたって次の各号

のいずれかに該当する場合は支給しないものとする。 

 ⑴  外国に出張中の場合 

 ⑵  勤務しなかった場合（公務上負傷し、又は疾病にかかり有給の

病気休暇を受け、又は長期の休養を要するため休職にされている

場合を除く。） 

４  職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、

その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものと

する。 

 （通勤手当の届出） 

第１５条 職員は、新たに給与条例第５条第１項の職員たる要件を具

備するに至った場合には、通勤届（様式第１号）により、速やかに

届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路、通勤方法

若しくは給与条例第５条第第３項に規定する駐車場等（以下「駐車

場等」という。）を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了

し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に

変更があった場合についても同様とする。 



 （通勤手当の確認及び決定） 

第１６条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったとき

は、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券（これに準ずるものを

含む。以下「定期券」という。）の提示又は第２０条の３に定める

駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明す

る書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第

５条第１項の要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当

の額を決定し、又は改定しなければならない。 

 （通勤手当の額の算出の基準） 

第１７条 給与条例第５条第２項第１号に規定する運賃等相当額（次

条及び第１９条第２号において「運賃等相当額」という。）は、運

賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認めら

れる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。 

第１８条 運賃等相当額は、次に掲げる額（その額に１円未満の端数

があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

⑴   定期券を使用することが、最も経済的かつ合理的であると認め

られる交通機関等 通用期間が支給単位期間（給与条例第５条第

７項に規定された支給単位期間をいう。以下同じ。）である定期

券の価額 

 ⑵  回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると

認められる交通機関等  当該回数乗車券等の通勤２１回分（交替

制勤務に従事する職員等にあっては、平均１箇月当たりの通勤所

要回数分）の運賃等の額 

 （併用者の区分及び支給額） 

第１９条 給与条例第５条第２項第３号に規定する同条第１項第３号

に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第２項第３号に規定す

る通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。 



 ⑴  給与条例第５条第１項第３号に掲げる職員（交通機関等を利用

しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であ

って、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする

距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。）のう

ち、自動車等の使用距離が片道２キロメートル以上である職員及

び自動車等の使用距離が片道２キロメートル未満であるが自動車

等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員  同条

第２項第１号及び第２号に定める額 

⑵   給与条例第５条第１項第３号に掲げる職員のうち、運賃等相

当額をその支給単位期間の月数で除して得た額（交通機関等が

２以上ある場合においては、その合計額。以下「１箇月当たり

の運賃等相当額等」という。）が同条第２項第２号に定める額（

駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員

（次号において「駐車場等利用職員」という。）にあっては、そ

の額に同条第３項第１号に定める額を加算した額）以上である

職員（前号に掲げる職員を除く。） 同条第２項第１号に定める

額  

⑶   給与条例第５条第１項第３号に掲げる職員のうち、１箇月当た

りの運賃等相当額等が同条第２項第２号に定める額（駐車場等利

用職員にあっては、その額に同条第３項第１号に定める額を加算

した額）未満である職員（第１号に掲げる職員を除く。） 同条

第２項第２号に定める額 

 （交通の用具） 

第２０条 給与条例第５条第１項第２号に規定する交通の用具は、次

に掲げるものとする。ただし、広域連合並びに長崎県及びその区域

内の市町の所有に属するものを除く。 

 ⑴  自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具 



 ⑵  自転車 

 （自動車等使用者の通勤手当の額） 

第２０条の２ 給与条例第５条第２項第２号の広域連合長が定める額

は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離に応じ、それぞれ当該各

号に定める額とする。 

 ⑴  片道５キロメートル未満 2,400円  

 ⑵  片道５キロメートル以上10キロメートル未満 5,700円  

⑶  片道10キロメートル以上15キロメートル未満 9,100円  

⑷  片道15キロメートル以上20キロメートル未満 12,300円  

⑸  片道20キロメートル以上25キロメートル未満 15,700円  

⑹  片道25キロメートル以上30キロメートル未満 18,900円  

⑺  片道30キロメートル以上35キロメートル未満 22,000円  

⑻  片道35キロメートル以上40キロメートル未満 25,000円  

⑼  片道40キロメートル以上45キロメートル未満 27,600円  

⑽  片道45キロメートル以上50キロメートル未満 29,300円  

⑾  片道50キロメートル以上55キロメートル未満 32,300円  

⑿  片道55キロメートル以上60キロメートル未満 35,500円  

⒀  片道60キロメートル以上65キロメートル未満 38,700円  

⒁  片道65キロメートル以上70キロメートル未満 42,200円  

⒂  片道70キロメートル以上75キロメートル未満 45,700円  

⒃  片道75キロメートル以上80キロメートル未満 49,200円  

⒄  片道80キロメートル以上85キロメートル未満 52,700円  

⒅  片道85キロメートル以上90キロメートル未満 56,200円  

⒆  片道90キロメートル以上95キロメートル未満 59,600円  

⒇  片道95キロメートル以上100キロメートル未満 63,000円  

( 2 1 ) 片道 100キロメートル以上 66,400円  

（駐車場等の要件） 



第２０条の３ 給与条例第５条第３項の規則で定める要件は、次の各

号のいずれにも該当することとする。 

⑴   勤務場所の周辺又は第１６条の規定に基づき決定し、若しくは

改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとし

て広域連合長が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周

辺にある施設であること。 

⑵   職員が自転車を駐車するために使用する施設（自転車以外の自

動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一

の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。）

でないこと。 

⑶   その利用について職員の配偶者若しくは長崎県職員の給与に関

する条例（昭和３２年長崎県条例第４５号。以下「県給与条例」

という。）第１１条第２項に規定する扶養親族に料金を支払うこ

ととなる施設又はこれに準ずるものとして広域連合長が定める施

設でないこと。 

２  前項に規定する要件を満たさない場合であって、自動車等の駐車

のための施設の状況、職員の事情等により、駐車場等に係る通勤手

当を支給しないことが著しく不適当であると広域連合長が認めると

きは、同項の規定にかかわらず、広域連合長が別に定める要件とす

る。 

（駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員） 

第２０条の４ 給与条例５条第３項の規則で定める職員は、第１９条

第２号に掲げる職員とする。 

（駐車場等に係る通勤手当の額） 

第２０条の５ 給与条例第５条第３項第１号の規則で定める額は、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額（その額が

5,000円を超える場合にあっては、5,000円）とする。 



⑴   １の駐車場等を利用する場合 次のアからウまでに掲げる場合

の区分に応じ、それぞれアからウまでに定める額 

ア  月を単位として駐車場等の料金が定められている場合  当該

料金の額 

イ  駐車場等の料金を定める期間（月又は年によって定めた期間

に限る。）が２以上の月にわたる場合  当該料金の額をそのわ

たる月の数で除して得た額（その額に１円未満の端数があると

きは、その端数を切り捨てた額） 

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 広域連合長が定める額 

⑵   ２以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等につい

て前号アからウまでに定める額を合計した額 

 （通勤手当の支給の始期及び終期） 

第２１条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第５条第１項の

職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属す

る月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）

から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡し

た場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手

当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合

においてはその事実が生じた日の属する月（これらの日が月の初日

であるときは、その日の属する月の前月）をもって終わる。ただし、

通勤手当の支給の開始については、第１５条の規定による届出が、

これに係る事実の生じた日から１５日を経過した後にされたときは、

その届出を受理した日の属する月の翌月（その日が月の初日である

ときは、その日の属する月）から行うものとする。 

２  通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が

生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の

翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）から支



給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額し

て改定する場合における支給額の改定について準用する。 

 （通勤手当の返納の事由及び額等） 

第２２条 給与条例第５条第６項に規定する事由は、通勤手当（１箇

月の支給単位期間に係るものを除く。）を支給される職員について

生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。 

 ⑴  離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第５条第１項の職

員たる要件を欠くに至った場合 

 ⑵  通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利

用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額

若しくは駐車場等の料金に変更があったことにより、通勤手当の

額が改定される場合 

 ⑶  月の中途において法第２８条第２項の規定により休職にされ、

法第５５条の２第１項ただし書に規定する許可を受け、育児休業

法第２条第１項の規定により育児休業をし、又は法第２９条の規

定により停職にされた場合であって、これらの期間が２以上の月

にわたることとなるとき。 

⑷   出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日まで

の期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合 

２  給与条例第５条第６項に規定する額は、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴   １箇月当たりの運賃等相当額等及び給与条例第５条第２項第２

号に定める額の合計額（以下この号及び次号において「１箇月当

たりの通勤手当算出基礎額」という。）が１５０，０００円以下

であった場合 前項第２号に掲げる事由が生じた場合にあっては

当該事由に係る交通機関等（同号の改定後に１箇月当たりの通勤

手当算出基礎額が１５０，０００円を超えることとなるときは、



その者の利用する全ての交通機関等）、同項第１号、第３号又は

第４号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全

ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃

等の払戻しを、広域連合長の定める月（以下この項において「事

由発生月」という。）の末日にしたものとして得られる額（次号

において「払戻金相当額」という。） 

⑵   １箇月当たりの通勤手当算出基礎額が１５０，０００円を超え

ていた場合 １５０，０００円に事由発生月の翌月から支給単位

期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲

げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額及び広域連合

長の定める額の合計額のいずれか低い額（事由発生月が支給単位

期間に係る最後の月である場合にあっては、０円）   

３  給与条例第５条第６項の規定により職員に前項に定める額を返納

させる場合において、返納に係る通勤手当の給与の支給義務者と事

由発生月の翌月以降に支給される給与の支給義務者が同一であると

きは、当該給与から当該額を差し引くことができる。 

 （通勤手当の支給単位期間） 

第２３条 給与条例第５条第７項に規定する期間は、次に掲げる期間

とする。 

 ⑴  定期券を使用することが、最も経済的かつ合理的であると認め

られる交通機関等  当該交通機関等において発行される定期券の

通用期間のうちそれぞれ６箇月を超えない範囲内で最も長いもの

に相当する期間 

 ⑵  回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると

認められる交通機関等 １箇月 

２  前項第１号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第２８

条の２第１項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の



研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため

負担する運賃等の額に変更があることその他広域連合長が定め事由

が生じることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明

ら か で あ る 場 合 に は 、 当 該 事 由 が 生 ず る こ と と な る 日 の 属 す る 月

（その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前

月）までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に

準じて支給単位期間を定めることができる。 

第２４条 支給単位期間は、第２１条第１項の規定により通勤手当の

支給が開始される月又は同条第２項の規定により通勤手当の額が改

定される月から開始する。 

２  月の中途において法第２８条第２項の規定により休職にされ、法

第５５条の２第１項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第

２条第１項の規定により育児休業をし、又は法第２９条の規定によ

り停職にされた場合であって、これらの期間が２以上の月にわたる

こ と と な っ た と き （ 次 項 に 規 定 す る 場 合 に 該 当 し て い る と き を 除

く。）は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日

の属する月の翌月（その日が月の初日である場合にあっては、その

日の属する月）から開始する。 

３  出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの

期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合（前項に規定

するときから復職等をしないで引き続き当該機関の全日数にわたっ

て通勤しないこととなった場合を除く。）には、支給単位期間は、

その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。 

 （通勤手当の支給できない場合） 

第２５条 給与条例第５条第１項の職員が、出張、休暇、欠勤その他

の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日まで

の期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給



単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。 

 （通勤手当の事後の確認） 

第２６条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員につい

て、その者が給与条例第５条第１項の職員たる要件を具備するかど

うか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等

の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、

随時、確認するものとする。 

第２７条 削除 

第２８条 削除 

第２９条 削除 

第３０条 削除 

第３１条 削除 

第３２条 削除 

第３３条 削除 

第３４条 削除 

第３５条 削除 

第３６条 削除 

第３７条 削除 

第３８条 削除 

第３９条 削除 

第４０条 削除 

第４１条 削除 

第４２条 削除 

第４３条 削除 

第４４条 削除 

第４５条 削除 

 （時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給） 



第４６条 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給については、職員

が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。 

２  時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、

その月の全時間数（時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部

分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数）

によって計算するものとし、この場合において、１時間未満の端数

を生じたときは、その端数が３０分以上のときは１時間とし、３０

分未満のときは切り捨てるものとする。 

３  時間外勤務手当及び休日勤務手当は、その月分を翌月の給与の支

給日に支給するものとする。 

４  職員が長崎県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に

関する条例（平成１８年広域連合条例第１０号。以下「勤務時間等

条例」という。）第７条の２第１項の規定により指定された時間外

勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休

時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手

当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とある

のは、「勤務時間等条例第７条の２第１項の規定により時間外勤務

代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。 

第４７条 公務によって旅行（出張及び赴任を含む。）中の職員は、

その旅行期間中は、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただ

し、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職

員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務

し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、

時間外勤務手当を支給するものとする。 

 （時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合） 

第４８条 給与条例第８条第１項及び第９条の規則で定める割合は、

次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とす



る。 

 ⑴  給与条例第８条第１項第１号に掲げる勤務 100分の125 

 ⑵  給与条例第８条第１項第２号に掲げる勤務 100分の135 

 ⑶  給与条例第９条に掲げる勤務 100分の135 

２  給与条例第８条第２項の規則で定める割合は、 100分の 25とする。 

 （管理職員特別勤務手当の支給） 

第４９条 給与条例第１２条第２項の規則で定める額は、次に掲げる

とおりとする。 

 ⑴  事務局長 10,000円  

 ⑵  企画監、次長、課長 8,000円  

 ⑶  参事 6,000円  

 ⑷  課長補佐 4,000円  

３  給与条例第１２条第２項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に

従事した時間が６時間を超える場合の勤務とする。 

第５０条 削除 

第５１条 削除 

 （期末手当の支給を受ける職員） 

第５２条 給与条例第１５条第１項前段の規定により期末手当の支給

を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員

（給与条例第１６条各号のいずれかに該当する者を除く。）のうち、

次に掲げる職員以外の職員とする。 

 ⑴  無給休職者（法第２８条第２項第１号の規定に該当して休職に

されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。） 

 ⑵  刑事休職者（法第２８条第２項第２号の規定に該当して休職に

されている職員をいう。） 

 ⑶  停 職 者 （ 法 第 ２ ９ 条 の 規 定 に よ り 停 職 に さ れ て い る 職 員 を い

う。） 



 ⑷  専従休職者（法第５５条の２第１項ただし書に規定する許可を

受けている職員をいう。） 

 ⑸  育児休業法第２条第１項の規定により育児休業をしている職員

（以下「育児休業職員」という。）のうち長崎県後期高齢者医療

広域連合職員の育児休業等に関する条例（平成１８年広域連合条

例第１２号。以下「育児休業条例」という。）第７条第２項に規

定する職員以外の者 

第５３条 給与条例第１５条第１項後段の規則で定める職員は、次に

掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。 

 ⑴  その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各

号のいずれかに該当する職員であった者 

 ⑵  その退職又は失職の後基準日までの間において給与条例の適用

を受ける職員であった者 

 ⑶  その退職に引き続き次に掲げる者となった者 

  ア  国家公務員（別に定める者に限る。） 

  イ  他の地方公共団体の職員（別に定める者に限る。） 

  ウ  ア又はイに掲げるもののほか、広域連合長が特に必要がある

と認める職に就いた者 

２  給与条例第２２条第５項ただし書の規則で定める職員は、前項第

２号及び第３号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支

給しない。 

３  基準日前１箇月以内において給与条例の適用を受ける職員として

の退職が２回以上ある者について前２項の規定を適用する場合には、

基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。 

 （加算を受ける職員及び加算割合） 

第５４条 給与条例第１５条第４項（給与条例第１８条第４項におい

て準用する場合を含む。以下同じ。）の規則で定める職員は、派遣



元（給与条例第３条第１項に規定する派遣元をいう。以下同じ。）

の関係規定に定めるところによる。 

２  給与条例第１５条第４項の規則で定める職員の区分及び同項の１

００分の２０を超えない範囲内で規則で定める割合は、派遣元の関

係規定に定めるところによる。 

 （期末手当に係る在職期間） 

第５５条 給与条例第１５条第２項に規定する在職期間は、給与条例

の適用を受ける職員として在職した期間とする。 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。 

 ⑴  第５２条第３号及び第４号に掲げる職員として在職した期間に

ついては、その全期間 

⑵  育児休業法第２条第１項の規定により育児休業（次に掲げる育

児休業を除く。）をしている職員として在職した期間については、

その２分の１の期間 

  ア  当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育

児休業等条例第３条の２に規定する期間内にある育児休業であ

って、当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上ある

ときは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である

育児休業 

  イ  当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育

児休業条例第３条の２に規定する期間内にある育児休業以外の

育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間（当該期間

が２以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇

月以下である育児休業 

⑶  休職にされていた期間（給与条例第２２条第１項及び第２項の

規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。）については、

その２分の１の期間 



第５６条 基準日以前６箇月以内の期間において、次に掲げる者が給

与条例の適用を受ける職員となった場合（第１号及び第２号に掲げ

る者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場

合に限る。）は、その期間内においてそれらの者として在職した期

間は、前条第１項の在職期間に算入する。 

 ⑴  国家公務員（別に定める者に限る。） 

 ⑵  他の地方公共団体の職員（別に定める者に限る。） 

 ⑶  前２号に掲げるもののほか、広域連合長が特に必要があると認

める職にあった者 

２ 前項の期間の算定については、前条第２項の規定を準用する。 

 （一時差止処分に係る在職期間） 

第５７条 給与条例第１６条及び第１７条（これらの規定を給与条例

第１８条第５項及び第２２条第６項において準用する場合を含む。）

に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職し

た期間とする。 

２  前条第１項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職

員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職

期間とみなす。 

 （一時差止処分の手続） 

第５８条 任命権者は、給与条例第１７条第１項（給与条例第１８条

第５項及び第２２条第６項において準用する場合を含む。）の規定

による一時差止処分（以下「一時差止処分」という。）を行おうと

する場合は、あらかじめ、広域連合長に協議しなければならない。 

第５９条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差

止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。 

 （一時差止処分の取消しの申立ての手続等） 

第６０条 給与条例第１７条第２項（給与条例第１８条第５項及び第



２２条第６項において準用する場合を含む。）の規定による一時差

止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者

に対して行わなければならない。 

２  任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その

取扱いについて広域連合長に協議しなければならない。 

 （一時差止処分の取消しの通知） 

第６１条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時

差止処分を受けた者及び広域連合長に対し、速やかに、理由を付し

てその旨を書面で通知しなければならない。 

 （審査請求の教示） 

第６２条 給与条例第１７条第５項（給与条例第１８条第５項及び第

２ ２ 条 第 ６ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 説 明 書

（次条において「処分説明書」という。）には、在職する職員に対

する一時差止処分については公平委員会に対し、離職した者に対す

る一時差止処分については広域連合長に対し、それぞれ審査請求を

することができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載し

なければならない。 

 （処分説明書の写しの提出） 

第６３条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の

写し１通を広域連合長に提出しなければならない。 

 （勤勉手当の支給を受ける職員） 

第６４条 給与条例第１８条第１項前段の規定により勤勉手当の支給

を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員

（給与条例第１８条第５項において準用する給与条例第１６条各号

のいずれかに該当する者を除く。）のうち、次に掲げる職員以外の

職員とする。 

 ⑴  休 職 に さ れ て い る 者 （ 給 与 条 例 第 ２ ２ 条 第 １ 項 の 休 職 者 を 除



く。） 

 ⑵  第５２条第３号又は第４号のいずれかに該当する者 

 ⑶  育児休業職員のうち育児休業条例第７条第３項に規定する職員

以外の者 

第６５条 給与条例第１８条第１項後段の規則で定める職員は、次に

掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、

第２号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない

職員については、この限りでない。 

 ⑴  その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各

号のいずれかに該当する職員であった者 

 ⑵  第５３条第１項第２号及び第３号に掲げる者 

２ 第５３条第３項の規定は、前項の場合に準用する。 

 （勤勉手当の支給割合） 

第６６条 給与条例第１８条第２項に規定する勤勉手当の支給割合は、

次 条 に 規 定 す る 職 員 の 勤 務 期 間 に よ る 割 合 （ 以 下 「 期 間 率 」 と い

う。）に第７０条に規定する職員の勤務成績による割合（以下「成

績率」という。）を乗じて得た割合とする。 

 （勤勉手当の期間率） 

第６７条 期間率は、基準日以前６箇月以内の期間における職員の勤

務期間の区分に応じて、別表第１に定める割合とする。 

 （勤勉手当に係る勤務期間） 

第６８条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員

として在職した期間とする。 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。 

 ⑴  第５２条第３号又は第４号に掲げる職員として在職した期間 

 ⑵  育児休業法第２条第１項の規定により育児休業（第５５条第２

項第２号ア及びイに掲げる育児休業を除く。）をしている職員と



して在職した期間 

 ⑶  休職にされていた期間（給与条例第２２条第１項の休職の期間

及び同条第２項の休職の期間（結核性疾患による休職の期間に限

る。）を除く。） 

 ⑷  給与条例第７条の２の規定により給与を減額された期間 

⑸  負傷又は疾病（公務上の負傷若しくは疾病又は通勤（地方公務

員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）第２条第２項及び第

３項に規定する通勤をいう。）による負傷若しくは疾病及び結核

性疾患を除く。）により勤務しなかった期間から長崎県後期高齢

者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１８

年広域連合条例第１０号。以下「勤務時間条例」という。）第３

条第１項に規定する週休日、同条例第７条の２第１項の規定によ

り割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤

務 代 休 時 間 を 指 定 さ れ た 日 及 び 同 条 例 第 １ ０ 条 に 規 定 す る 休 日

（次号において「週休日等」という。）を除いた日が３０日を超

える場合には、その勤務しなかった全期間 

 ⑹  勤務時間条例第１７条の規定による介護休暇の承認を受けて勤

務しなかった期間から週休日等を除いた日が３０日を超える場合

には、その勤務しなかった全期間 

 ⑺  勤務時間条例第１７条の２の規定による介護時間の承認を受け

て勤務しなかった期間が３０日を超える場合には、その勤務しな

かった全期間 

 ⑻  育児休業法第１９条第１項の規定による部分休業の承認を受け

て勤務しなかった期間が３０日を超える場合には、その勤務しな

かった全期間 

⑼  基 準 日 以 前 ６ 箇 月 の 全 期 間 に わ た っ て 勤 務 し た 日 が な い 場 合

（勤務時間条例第１３条に規定する年次休暇、同条例第１５条に



規定する療養休暇及び同条例第１６条に規定する特別休暇により

勤務しなかった期間を除く。）には、前各号の規定にかかわらず、

その全期間 

第６９条 第５６条第１項の規定は、前条に規定する給与条例の適用

を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。 

２  前項の期間の算定については、前条第２項各号に掲げる期間に相

当する期間を除算する。 

 （勤勉手当の成績率） 

第７０条 成績率は、１００分の１９５の割合の範囲内で、任命権者

が定める割合とする。 

 （期末手当及び勤勉手当の支給日） 

第７１条 職員（会計年度任用職員を含む。）の期末手当及び勤勉手

当の支給日は、別表第２の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、

それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日

が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、そ

の日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。 

 （会計年度任用職員となった者の職務の級） 

第７２条 会計年度任用職員となった者の職務の級については、その

複雑、困難及び責任の度に基づき、これを県給与条例第５条に規定

する給料表に定める職務の級を準用して分類するものとし、その分

類の基準となるべき職務の内容は、県給与条例別表第７の規定を準

用する。 

２  前項に定める職務の級は、次条に規定する職種別基準表に定める

ところにより決定するものとする。 

 （職種別基準表の適用方法） 

第７３条 次の表に定める職種別基準表（以下「職種別基準表」とい

う。）は、職種又は職名欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて



適用する。 

 職種別基準表 

職種  

又は  

職名  

学歴免許等  

県給与条例第５条に

規定する給料表  

基礎号給  上限  

職務  

の級  

号給  

職務  

の級  

号給  

事務補助  高校卒  行政職給料表  １  １  １  １  

一般事務  高校卒  行政職給料表  １  １  １  ２９  

栄養士  

大学卒  

医療職給料表（二）  

１  ２３  １  ３１  

短大卒  １  １１  １  ３１  

保健師  

大学卒  

医療職給料表（三）  

２  １１  ２  １９  

短大３卒  ２  ５  ２  １９  

看護師  

短大３卒  ２  ５  ２  １３  

短大２卒  ２  １  ２  １３  

 （会計年度任用職員となった者の号給） 

第７４条 会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により

決定された職務の級の号給とする。 

 （会計年度任用職員の経験年数を有する者の号給） 

第７５条 会計年度任用職員となった者のうち、会計年度任用職員と

しての経験年数を有する者の号給は、経験月数を１２月で除した数

（１未満の端数があるときは、これを切り捨てた数）に２を乗じて

得た数を合算した数を前条の規定による号給の号数に加えて得た数

を号数とする号給とすることができる。 

 （フルタイム会計年度任用職員の給与） 

第７６条 法第２２条の２第１項第２号に規定する会計年度任用職員

（以下「フルタイム会計年度任用職員」という。）の給料は、前２

条で決定した号給による給料月額に、当該フルタイム会計年度任用

職員について定められた１週間当たりの勤務時間を３８．７５で除



して得た数を乗じて得た額に５０円未満の端数を生じたときはこれ

を切り捨て、５０円以上１００円未満の端数が生じたときは、これ

を１００円に切り上げて得た額とする。 

２  フルタイム会計年度任用職員に支給する通勤手当、時間外勤務手

当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当は、常勤職員の例による。 

（パートタイム会計年度任用職員の報酬） 

第７７条 月額で報酬を支給する法第２２条の２第１項第１号に規定

する会計年度任用職員（以下「パートタイム会計年度任用職員」と

いう。）の報酬は、基本報酬として第７４条又は第７５条で決定し

た号給による給料月額額に、当該パートタイム会計年度任用職員に

ついて定められた１週間当たりの勤務時間を３８．７５で除して得

た数を乗じて得た額を５０円未満の端数を生じたときはこれを切り

捨て、５０円以上１００円未満の端数が生じたときは、これを１０

０円に切り上げて得た額とする。 

２  日額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員の報酬は、

基本報酬として第７４条又は第７５条で決定した号給による給料月

額額を、２１で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職

員について定められた１日当たりの勤務時間を７．７５で除して得

た数に勤務日数を乗じて得た額を５円未満の端数を生じたときはこ

れを切り捨て、５円以上１０円未満の端数が生じたときは、これを

１０円に切り上げて得た額とする。 

３  パートタイム会計年度任用職員に支給する割増報酬（時間外勤務

手当及び休日勤務手当に相当するものに限る。）及び費用弁償（通

勤手当に相当するものに限る。）は、常勤職員の例による。 

４  パートタイム会計年度任用職員の報酬について、月額及び日給の

いずれかの方法によるかは、当該パートタイム会計年度任用職員の

勤務形態を考慮して、任命権者が定める。 



（会計年度任用職員の給与及び報酬の支給） 

第 ７ ８ 条  会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 及 び 報 酬 （ 次 に 掲 げ る も の に 限

る。）は、次の各号に掲げる日（その日が休日、日曜日又は土曜日

に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜

日又は土曜日でない日）を支給日とする。 

 ⑴  フルタイム会計年度任用職員の給与 常勤職員の支給日の例に

よる日 

 ⑵  第７７条第１項で規定するパートタイム会計年度任用職員（こ

の項において「月額支給職員」という。）の月額報酬（第７７条

第３項で規定する費用弁償も含む。） その月分をその月の２１

日 

 ⑶  月額支給職員の第７７条第３項で規定する割増報酬 その月分

を翌月の２１日 

 ⑷  第７７条第２項で規定するパートタイム会計年度任用職員の日

額 報 酬 （ 第 ７ ７ 条 第 ３ 項 で 規 定 す る 割 増 報 酬 及 び 費 用 弁 償 も 含

む。） その月分を翌月の１０日 

（パートタイム会計年度任用職員の勤務１時間当たりの報酬の額） 

第７９条 月額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員の勤

務１時間当たりの報酬の額は、第７７条第１項の規定により算出さ

れた報酬の額に１２を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任

用職員に定められた１週間当たりの勤務時間数に５２を乗じたもの

（特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間におい

ても勤務することを要しない日を定められたパートタイム会計年度

任用職員にあっては、当該１週間当たりの勤務時間に５２を乗じた

ものから当該パートタイム会計年度任用職員に定められた１週間当

たりの勤務時間を３８時間４５分で除して得た数に７時間４５分を

乗 じ て 得 た 数 に １ ８ を 乗 じ た も の を 減 じ た も の ） で 除 し て 得 た 額



（その額に５０銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０

銭以上１円未満の端数を生じたときはこれを１円に切り上げた額。

以下この条において同じ。）とする。 

２  日額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員の勤務１時

間当たりの報酬の額は、第７７条第２項で得た額を当該パートタイ

ム会計年度任用職員について定められた１日当たりの勤務時間で除

して得た額とする。 

（フルタイム会計年度任用職員の勤務１時間当たりの給与額） 

第８０条 フルタイム会計年度任用職員の勤務１時間当たりの給与額

は、常勤職員の例による。 

（期末手当及び勤勉手当の支給対象者） 

第８１条 任期が６月以上の会計年度任用職員（１週間当たりの勤務

時 間 が １ ５ 時 間 ３ ０ 分 未 満 の パ ー ト タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 を 除

く。）は、期末手当及び勤勉手当の支給対象者とする。 

２  任期が６月に満たない会計年度任用職員のうち、一会計年度内に

おける会計年度任用職員としての任期の合計が６月以上に至ったと

きは、以後、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、前

項に規定する任期が６月以上の会計年度任用職員とみなす。 

３  ６月１日を基準とする期末手当及び勤勉手当を支給する場合にお

いて、現に会計年度任用職員として任用されている日の属する年度

の前年度以前から引き続き給与条例の適用を受ける会計年度任用職

員として前年度に在籍した期間（同一の期間に２以上の重複する任

用の期間がある場合にあっては、いずれかの１の任用の期間）は、

第１項に規定する任期に含めるものとする。 

（期末手当及び勤勉手当） 

第８２条 会計年度任用職員の期末手当は、給与条例第１５条から第

１７条までの規定を準用する。 



２ 会計年度任用職員の勤勉手当は、給与条例第１８条の規定を準用

する。 

３  期末手当及び勤勉手当の基礎額は、次の各号に掲げる場合に応じ、

それぞれ当該各号に定める額とする。 

⑴  フルタイム会計年度任用職員 基準日における第７６条第１項

の規定により算出された給料の額 

⑵  パートタイム会計年度任用職員のうち月額で報酬を支給する場

合 基準日における第７７条第１項の規定により算出された報酬

の額 

⑶  パートタイム会計年度任用職員のうち日額で報酬を支給する場

合 基準日以前６箇月の期間において、月の初日から末日までの

間在職した月（以下「特定月」という。）に割り振られた勤務日

の日数の合計を特定月の月数で除した日数（１日未満の端数を生

じたときは、小数点以下第２位を四捨五入する。）に基準日にお

ける第７７条第２項の規定により算出された報酬の額を乗じて得

た額 

⑷  前３号の場合において、当該額に５０円未満の端数を生じたと

きはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたと

きは、これを１００円に切り上げるものとする。 

４  会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当に係る在職期間には、

基準日以前６箇月以内の期間において、次の各号に掲げる期間を算

入する。 

⑴ 会計年度任用職員として在職した期間 

⑵ 常勤職員として在職した期間 

（雑則） 

第８３条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

   附  則  



 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （平成２５年７月から平成２６年３月までの間に支給する管理職手

当に関する特例措置） 

２  平成２５年７月から平成２６年３月までの間に支給する管理職手

当に関する第１４条第２項の規定の適用については、当該各号に定

める額に１００分の１０を乗じて得た額を減じた額とする。 

   附  則（平成２１年３月２７日規則第１号） 

 この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附  則（平成２２年３月３０日規則第４号） 

 この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附  則（平成２２年３月３０日規則第５号） 

 この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年５月１２日規則第７号） 

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長崎県後期高齢者医療

広域連合職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成２２年４月１

日から適用する。  

   附  則（平成２３年３月２８日規則第１号） 

 この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附  則（平成２５年６月２４日規則第６号） 

この規則は、平成２５年７月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月２６日規則第３号） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２９日規則第７号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月３０日規則第５号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 



附 則（令和２年６月８日規則第１３号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長崎県後期高齢者医療

広域連合職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和２年６月１日

から適用する。 

  附  則（令和３年３月１日規則第１号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年９月１５日規則第６号） 

この規則は、令和４年１０月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月２９日規則第２号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月２８日規則第４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。  

（令和９年３月３１日までの間における地域手当に関する経過措

置） 

２ この規則の施行の日から令和９年３月３１日までの間における地

域手当については、改正後の長崎県後期高齢者医療広域連合職員の

給与の支給に関する規則の規定にかかわらず、改正前の長崎県後期

高齢者医療広域連合職員の給与の支給に関する規則第５０条及び第

５１条の規定に基づいて支給する。 

３ この規則の施行の日から令和９年３月３１日までの間、第７６条

第２項中「通勤手当」とあるのは、「地域手当、通勤手当」と、第

７７条中「給料月額」とあるのは、「給料月額及び地域手当相当額

として第７４条又は第７５条で決定した月額に常勤職員の例による

割合を乗じて得た額の合計額」と、第８２条第３項第１号中「給料

の額」とあるのは、「給料に同条第２項の規定により算出された地

域手当を加えた額」と読み替えるものとする。 



   附  則（令和８年３月３０日規則第２号） 

 （施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、

令和８年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の長崎県後期高齢者医療広域連合職員

の給与の支給に関する規則の規定は、令和７年４月１日から適用す

る。 


